








令和6年度上天草市総合防災訓練を通じて得たもの令和6年度上天草市総合防災訓練を通じて得たもの

熊本県上天草市危機管理防災課

しました。

　上天草市では、県との合同訓練として、市内各島が

孤立した場合を想定し、物資輸送の検証を行いまし

た。特に、孤立地域への物資輸送手段として、海上自

衛隊のエアクッション型揚陸艇（LCAC）を樋
ひ

合
あい

海水

浴場に上陸させ、民間漁船・大型ドローン・トラック

を活用した輸送訓練を実施しました。

３　平時の準備の重要性
　本訓練を通じ、物資受け入れの事前準備の重要性を

改めて認識しました。防災計画に基づき、被害状況に

応じた物資受け入れ場所の指定、船舶や航空機の受け

入れ体制の整備が不可欠です。

3.1　LCACによる物資輸送の課題

　LCACは輸送車両ごと上陸できるため、物資を迅速

に仕分け拠点へ輸送可能ですが、海岸から道路までの

スロープ整備が不可欠です。本訓練では、土嚢袋約

700枚や敷板を用いてスロープを作成しましたが、30

１　上天草市の特徴

　上天草市は、熊本県の西部、有明海と八代海が交わ

る天草地域の玄関口に位置し、大矢野島・上島を含む

複数の島々から構成されています。各島は橋で結ばれ

ていますが、橋が通行不能になれば直ちに孤立するリ

スクがあります。また、海に囲まれた沿岸部は、津波

や高潮の被害が想定される地域です。

　市の総面積は、126.94平方キロメートル、東西約15

キロメートル、南北約28キロメートルに広がり、急峻

な地形が特徴で平坦地が少なくなっています。過去に

は、昭和47年7月6日の天草大水害により、死者・行

方不明者115名、被害総額238億円に及ぶ甚大な被害を

受けました。

２　訓練の概要
　熊本県は、令和6年（2024年）能登半島地震の教訓

を踏まえ、日奈久断層帯を震源とする地震発生時の孤

立対応について、県・市町村・関係機関がとるべき行

動を確認するため、図上訓練及び一部実動訓練を実施

海水浴場への自衛隊トラックの下車
（令和6年（2024年）12月撮影）

樋合海水浴場へ車両を降車しようとする風景（令和6年（2024年）12月撮影）
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人が作業して2時間を要しました。

　緊急時に速やかに対応するためには、平時からの準

備が不可欠です。

3.2　大型ドローン輸送の課題

　大型ドローンは、道路が寸断された場合でも比較的

柔軟に物資を輸送できる手段として有効です。しか

し、一度に運べる物資の量が限られるため、優先度の

高い物資を選定し、効率的に輸送する必要がありま

す。また、天候の影響を受けやすいため、悪天候時の

代替手段も確保しなければなりません。

3.3　陸路輸送の課題

　市はトラック協会や輸送業者と災害時の協力協定を

結んでいますが、各島が孤立した場合の輸送能力の把

握が不十分でした。そのため、国・県から受領した物

資を各避難所へ配送できない事態が発生しました。今

後は、複数の輸送経路を確保し、関係機関と情報共有

を徹底することが重要です。

3.4　海上輸送の課題

　民間漁船を活用した輸送の有効性は確認できました

が、船舶操縦者の安全確保や、災害発生時の協力可否

の不確実性が課題となります。また、被害状況によっ

て使用可能な漁船や港湾が限られるため、多くの協力

者を確保する必要があります。さらに、航路上の障害

物除去を迅速に行うため、漁業協同組合や沿岸監視協

力隊との連携を強化することが不可欠です。

　物資輸送の円滑化には、接岸地や降着場所の確保、

輸送手段・事業者の明確化、輸送計画の策定が求めら

れます。また、設備の整備や職員の教育を進め、有事

に備える必要があります。

４　今後の課題
　本訓練では、各種物資輸送手段の実効性を確認でき

ました。しかし、LCACによる輸送は、上陸可能な海

岸が限られるため、常設スロープの整備や、スロープ

なしでも上陸できる地点の確保が求められます。その

ため、公有地のみならず、民間地の借用や災害時使用

協定の締結を進め、上陸可能な場所を増やすことが課

題です。

　また、陸上輸送については、市の備蓄物資や国・県

からの救援物資をどのように保管・輸送するのかをシ

ステム化し、輸送業者との連携を強化する必要があり

ます。海上輸送についても、市内の船舶所有事業者と

の協力関係を構築し、多様な輸送手段を検討していき

ます。

　上天草市は、海に囲まれ、常に孤立のリスクと向き

合っています。そのため、物資輸送は今後も大きな課

題です。しかし、市民の皆様の不安を軽減するため、

引き続き防災対策の強化に努めてまいります。

海上自衛隊のＬＣＡＣが樋合海水浴場に上陸した様子（令和6
年（2024年）12月撮影・天草ケーブルネットワーク）

救援物資輸送のため漁港に接岸した民間漁船（令和6年
（2024年）12月撮影）
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島原市安中地区における地区防災計画づくり島原市安中地区における地区防災計画づくり

長崎県島原市市民安全課危機管理専門員　吉岡伸作

１　安
あん
中
なか
地区の特性と過去の災害経験

　平成2年（1990年）に198年ぶりに活動を始めた雲

仙普賢岳の噴火災害は、平成８年（1996年）６月に噴

火活動の終息宣言が出されるまで、我が国の火山災害

史上、類を見ない長期にわたる未曽有の大災害として

皆様の記憶に深く刻まれているのではないかと思って

います。

　平成３年６月３日の大火砕流では、報道関係者や警

戒中の地元消防団員43名が犠牲になりました。平成８

年の終息宣言まで、家屋も約2,500棟が被災し、最大

7,000人余りの住民が避難し、約4,000人が、仮設住宅

での避難生活を強いられました。

　その大半が、安中地区の住民であり、今なお雲仙普

賢岳には１億㎥※の溶岩ドームが堆積しており、大地

震や豪雨で崩落の恐れがある状況の中で、生活をして

います（写真１）。

　また、安中地区北西部にそびえている眉
まゆ

山
やま

は、寛政

４年（1792年）に崩壊して、町を埋め尽くしました。

そして、それに起因する大津波が発生し、領内の村々

や対岸の熊本・天草合わせて1万5,000人もの人々が

亡くなりました。その後も、数度にわたり集中豪雨や

地震等により山体崩壊が繰り返し発生しています。

　そのため、国や県の支援を受けて、山体崩壊のメカ

ニズムや市街地への被害予想範囲の検証等を行ってい

るものの、明確になっていないのが現状です。

２　地区防災計画の課題
　国土交通省が、溶岩ドーム崩壊のリスクをケース１

からケース５までの５つの規模を想定した結果、大規

模崩壊のケース５では、溶岩ドームに堆積した土砂が

５分で市街地に達し、有明海沿岸部付近まで約７分で

到達する予想となっており、行政からの避難指示等の

発令を待っていては避難が間に合わないこともあるこ

とから、住民が自助、共助により安全な場所に自主避

難してもらうような体制の構築が必要です。

　この大規模崩壊は、地震、豪雨等による崩壊が考え

られますが、地震の場合は突然起こることから、住民

写真１　今でも存在する溶岩ドーム崩壊の危険性

の避難基準を定める必要がありま

した。

　雲仙普賢岳の火山現象（溶岩

ドーム崩壊を含む。）の状況に応

じた警戒避難体制の整備を行うた

め、長崎県、島原市、雲仙市、南

島原市等関係機関で設置する雲仙

岳火山防災協議会が組織されてい

ます。この協議会においては、震

度４を基準として、住民に避難を

促すことになっていましたが、住

民にどのようにして伝えたらよい

のか、明確な手段が確立していま

せんでした。
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　また、平成28年（2016年）に起きた熊本地震におい

て、島原市では震度５弱を記録しましたが、溶岩ドー

ムには大きな変化がありませんでした。そのため、住

民の中には、震度４では溶岩ドームは崩壊しないと考

える方も出ており、自主避難体制が構築されていない

状況でした。

３　各種団体等との連携
　こうした中で、安中地区は、令和６年度（2024年

度）内閣府地区防災計画作成モデル創出事業の採択を

受けました。

　地区防災計画は、地域住民が自ら計画作成に携わる

ことによって作成されるものであり、より実効性の高

い計画を経験豊富な有識者の支援を受けて作成できる

貴重な機会を得ることができました（写真２）。

　島原市では、平成30年度（2018年度）から自主防災

組織の充実・強化のために、自主防災会長について、

町内会長とは分けて専任化し、防災に詳しい消防団や

消防署等のＯＢを会長に充て、その任期も３年以上と

する等自主防災組織の再編成に取り組んできました。

　今後は、自主防災会、町内会、民生委員、消防団等

と連携して計画を作成することを主眼に、地区の特性

に応じた独自の避難ルールの策定、要配慮者等の避難

要領の確立等、ワークショップを通じて浮き彫りに

なった課題に各団体の意見を取り入れ、災害における

逃げ遅れゼロを目指して取り組んでいきます。

　特に、地震発生直後において最悪のケースでは、溶

岩ドーム崩壊による土砂が、５分で市街地、７分で有

明海沿岸部付近まで到達すると想定されていることか

ら、発災時には、行政からの指示を待つことなく、早

期に避難行動に移ることにより、被害が最小限に収ま

るように住民主体で地区防災計画づくりを進め、発災

時には計画に基づく避難を実践していただきたいと思

います。

４　終わりに
　溶岩ドーム崩落や眉山の崩壊のリスクをかかえた地

域に居住する安中地区住民の具体的な避難対策を含め

た、実行力のある地区防災計画の作成を目指してまい

ります。

　また島原市で安中地区が最初の地区防災計画作成地

区になりますが、今回学んだ地区防災計画の作成手順

や教訓を生かして、市内残り６地区においても計画作

成について働きかけるとともに、今後はその計画を実

践することが、地域の防災力を向上させることになる

ことを信じ、「顔の見える関係」を継続しながら、防

災行政を推進していきたいと考えています。

※１億㎥＝みずほPay Payドーム福岡の約53個分

写真２　地区防災計画ワークショップの様子（2025年1月安中公民館で撮影）
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君が地域の防災支援者となるために君が地域の防災支援者となるために
（災害ボランティア若年人材育成プログラム事業）（災害ボランティア若年人材育成プログラム事業）

長崎県平戸市総務課危機管理班

１　はじめに
　平戸市では、平成27年（2015年）に市内全てにおい

て自主防災組織を結成して９年が経過しました。そし

て、自主防災組織の構成員の高齢化が進んでおり、大

規模災害が発生した場合に、避難所の開設や運営につ

いて、自主防災組織が主体的に取り組んでいけるのか

が、問題になっていました。

２�　災害ボランティア若年人材育成プロ
グラム事業

　令和６年（2024年）１月１日の能登半島地震は、正

月で家族が団欒している時間帯に発生しました。いく

つもの避難所が開設され、ＴＶでは、避難所運営の様

子が報道されていました。そして、正月休みで地元に

帰省していた大学生や若い社会人が、被災地となった

地元の避難所の運営を手伝っている様子が映し出され

ていました。その中で、「小さい時にお世話になった

近所の方も高齢者となって被災しています。彼らの

困っている姿を見ているので、彼らを見放して大学や

勤務先には戻れない。少しでも彼らのお世話をして、

昔の恩をお返しできたら。」と答える姿がありまし

た。

　平戸市では、このような能登半島地震の被災地の若

者たちの姿に感銘を受け、生まれ育った地域を支援し

てくれる人材を育成するため、高校生を対象に「災害

ボランティア若年人材育成プログラム事業」を実施し

ました。この事業は、令和６年度から市単独の新規事

業として公募によって実施したもので、34名の高校生

が、この事業内容を修了し、修了証が渡されました。

　その事業内容は、以下のとおりです。

2.1　自衛隊の協力を得た炊き出し訓練

2.2�　将来目指す職種（自衛隊・消防・警察・看護

師・保健師・介護士・社会福祉士）における災害

時に適した対応業務等具体的な防災学習

2.3�　災害を想定した机上での避難所運営訓練（ＨＵＧ

訓練）

2.4　役割分担した避難所運営実地訓練

３　本事業の成果
　これらの高校生に対するアンケートによると、「い

つ災害が起こるか分からない今、自分の命はもちろ

ん、大切な人、周りの人を助けられるような人材にな

りたい。」等の意見がありました。

　本事業を通じて、高校生は、自分で自分の身を守る

「自助」の力と、地域住民が皆で相互助け合いによっ

て地域を守る「共助」の精神を育むことができ、社会

貢献ができる地域に必要とされる人材の育成が図られ

たものと考えています。

避難所での炊き出しを想定しライスをよそう生徒たち（令和6
年（2024年）7月撮影）

避難所運営実地訓練（発泡スチロールベッド設置訓練）（令
和7年（2025年）1月撮影）

25 ぼうさい  令和七年　第112号

防災の動き防災の動き 地方自治体



神戸市中央区の人工島「ポート

アイランド」。港湾機能の他、住

宅や商業施設、教育施設等も含む

海上都市として街開きが行われた

のは1981年のことでした。

ポートアイランドに建つ住宅

は、全て集合住宅（マンション）

です。地区内にある11のマンショ

ンは、個々に管理組合や自治会組

織をもち、2019年にそれらを束ね

る形で発足したのが港島地区防災

対策委員会です。

同委員会では、従来各マンショ

ン単位だった防災対策や訓練等の

活動をまとめ、2020年に「港島防

災福祉コミュニティ地域おたすけ

ガイド」（港島地区防災計画書）を

策定し、現在では、毎年合同で地

区総合防災訓練を実施しています。

「毎月開催される委員会には、

各マンションの防災担当のほか、

消防署や市の福祉担当者、避難所

担当者、そして、兵庫県立大学の

澤田雅浩先生にも参加いただいて

様々な議論をしています。例え

ば、各マンションが防災への取組

を報告し、それに対して、澤田先

御意見・御感想は、内閣府（防災担当）　　広報誌「ぼうさい」担当宛にお寄せください。

令和7年（2025年）3月24日
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/index.html

●編集・発行
内閣府（防災担当）普及啓発・連携担当参事官室
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
中央合同庁舎第８号館
TEL:03-5253-2111（大代表）
https://www.bousai.go.jp

●編集協力・デザイン・印刷・製本
第一企画株式会社
〒380-0803
長野県長野市三輪１丁目16-17
TEL:026-256-6360
URL:https://www.d1k-c.jp

　本号は、平成７年（1995年）の阪神・淡路大震災から30年になることを受

けて、阪神・淡路大震災からの復興をテーマにしました。阪神・淡路大震災

から30年にわたる復興、教訓伝承、まちづくり等の歴史を感じていただくこと

によって、改めて災害対策の重要性を認識していただければと思っています。

　また、今号では、国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課、国土

交通省都市局国際・デジタル政策課デジタル情報活用推進室、愛知県西尾市

危機管理課及び長崎県島原市市民安全課から、地区防災計画に関する記事が

投稿されています。さらに、「防災リーダーと地域の輪」のコーナーでも、地

区の11のマンションを束ねる地区防災計画を実現した兵庫県神戸市港島地区

防災対策委員会の高柳章二会長の取組が紹介されています。

　2013年の災害対策基本法の改正によって創設された地区防災計画制度は、

2014年度から施行されており、今年度で制度創設から10年目を迎えています。

　地区防災計画制度は、国、地方自治体における多様な取組によって、今

後、更に浸透し、全国の防災力を向上させていくことが期待されます。

●編集後記

生に優れている点を「まねっこポ

イント」として挙げてもらい、

「マンションカルテ」として整理

して共有しています。」と話すの

は、同委員会の会長を務める高柳

章二さんです。

高柳さんは、50歳で阪神・淡路

大震災を経験しています。地区内

では建物の倒壊等はなく、被害は

一部損壊にとどまったものの、避

難所は過密状態で感染症が流行す

る等、劣悪な環境だったといいま

す。こうした経緯を基に、地区防

災計画では、建物に被害がなけれ

ば、自宅避難を原則としています。

「南海トラフ地震では、4mの

津波が想定されていますが、ポー

トアイランドの住居は、底上げが

されており、いざという時は、上

層階への避難も可能です。自宅避

難であれば、プライバシーの確保

はもちろん、日常のコミュニティ

も維持できます。一方で、大規模

災害となれば、外からの援助も時

間がかかるので、事前の備えとし

て、10日分程度の水や食料、非常

用トイレ袋の備蓄をお願いしてい

ます。また、現在地区の公園の地

下に大容量貯水槽が整備されてお

り、給水訓練を行う等その周知に

力を入れています。」（高柳さん）

街開きから40年以上が経過し、

高齢化も大きな問題となっていま

す。地区では、高齢者の見守りや

日常の交流にも力を入れているほ

か、中学生を対象に防災ジュニア

チームを結成する等、コミュニ

ティの若返りも図っています。

「子どもたちは、覚えもよく頼

もしいです。世代を超えて地域の

安心安全が実現できればいいと考

えています。」（高柳さん）

地区の11のマンションを束ねる
地区防災計画の実現

第56回

兵庫県神戸市
港島地区防災対策委員会

高柳章二会長

No.112

防災リーダーと地域の輪

▲毎月開催されている委員会の様子 ▲地区総合防災訓練の様子 ▲防災ジュニアチームの訓練の様子

※写真は全て港島地区防災対策委員会提供
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